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山口市上下水道事業現場代理人等取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、山口市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が発注す

る工事（以下「局発注工事」という。）における現場代理人の資格等、工事を複数同

時に受注した受注者における現場代理人又は主任技術者の兼務を認めるための条件及

び局発注工事における手続等について必要な事項を定める。 

（現場代理人の資格要件） 

第２条 現場代理人の資格要件は、次のとおりとする。 

(1) 受注者と直接的な雇用関係があること。 

(2) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第７条第２号の規定による営業所技術者

又は同法第１５条第２号の規定による特定営業所技術者ではないこと（ただし、営

業所と近接した場所で施工する場合を除く。）。 

（現場代理人の常駐期間） 

第３条  現場代理人は、原則として、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うこ

ととされているが、次のいずれかの期間に該当する場合であって、発注者と常に連絡

が取れる体制を確保できるときには、工事現場における常駐を要しないことができる

ものとする。 

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまで

の期間 

(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間 

(3) 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 

(4) 前３号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間 

（兼務） 

第４条  受注者は、第１号の個別要件のいずれかを満たすとともに、第２号の共通要件

の全てを満たす場合は、局発注工事の現場代理人と別の工事（局発注工事を含む。）

の現場代理人又は主任技術者とを兼務させることができる。兼務する工事について、

この条及び次条中、現に配置されている工事を「先行工事」といい、新たに兼務して

配置しようとする工事を「後行工事」という。 

(1) 個別要件 

ア 密接な関係にある２以上の工事を同一の場所又は近接した場所で施工する場合 

イ 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第２７条第２項で主任技術者の

兼務が認められる工事契約である場合 

ウ 次の要件をいずれも満たす場合 

（ｱ） 兼務する工事契約が３件以内であること。 

（ｲ） それぞれの契約金額が４，５００万円（建築一式工事は９，０００万円）未

満であること。 

(2) 共通要件 

ア 兼務する工事現場がいずれも山口市内であること。 

イ 兼務する先行工事が局発注工事でない場合は、その発注者が兼務を了承してい

ること。 

ウ 発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること（携帯電話や連絡責任者の配

置等）。 

エ 兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。 

オ 特記仕様書に現場代理人の兼務を認めない旨の記載がないこと。 

（現場代理人の兼務の申請） 
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第５条 受注者は、前条の規定により兼務して配置しようとする場合は、次の各号に定

めるところにより、管理者に申請するものとする。 

(1) 後行工事が局発注工事の場合は、その後行工事について申請する。ただし、その

後行工事について現場代理人としての配置である場合に限る。 

(2) 前号の場合を除き、先行工事に局発注工事が含まれる場合は、次のとおりとする。 

ア 先行工事に含まれる局発注工事について現場代理人としての配置であるときは、

その局発注工事について申請する。 

イ アにおいて申請の対象となる局発注工事が複数あるときは、先に受注した工事

について申請する。 

２ 前項の規定による申請は、様式第１号によるものとする。ただし、様式第１号に定

める事項と同様の記載があれば、任意の形式で申請することもできる。 

（現場代理人の兼務に係る承認） 

第６条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、兼務をする工事の施工内容

等を総合的に勘案し、工事の兼務について適否を判定し、その結果を様式第２号によ

り申請者に通知するものとする。ただし、様式第２号に定める事項と同様の記載があ

れば、任意の形式で通知することもできる。 

（兼務の中止） 

第７条 受注者は、施工期間中に、前条の規定により兼務を承認した現場代理人が工事

の兼務をしなくなったときは、管理者に対し様式第３号によりその旨を届け出なけれ

ばならない。 

（現場代理人の変更） 

第８条 受注者は、現場代理人に変更があるときは、速やかに変更した現場代理人等選

任届を管理者に提出するものとする。 

（兼務の承認の取消し） 

第９条 管理者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第６条の規定によ

る兼務の承認を取り消すものとする。 

(1) 予期しない事態が生じたため、受注者が兼務を継続することが不適当と認められ

る場合 

(2) 受注者がこの要領の規定に違反していると認められる場合 

(3) 受注者が偽りその他不正な手段により承認を得たと認められる場合 

２ 前項の規定により承認を取り消すときは、文書により取消しの理由を付して受注者

に通知する。 

（補則） 

第１０条  この要領では、次のとおり取扱うものとする。 

(1) 第４条第１号アで兼務する場合、現場代理人の兼務については、複数の工事契約

を１件の契約とみなす。 

(2) この要領で近接とは、５０ｍ以内の区域とする。 

(3) 第４条の要件を満たせなくなった場合、受注者は、速やかに別の現場代理人を選

任し、現場代理人等選任届を管理者に提出するものとする。 

(4) 現場代理人の選任又は兼務について、受注者が虚偽の届出又は申請をした場合は、

不正又は不誠実な行為として取り扱うものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

（山口市上下水道事業が発注する建設工事の現場代理人等の兼務に関する基準の廃止） 

２ 山口市上下水道事業が発注する建設工事の現場代理人等の兼務に関する基準は廃止
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する。 

（平成２５年から令和３年までの改正附則は、省略する。） 

   附 則 

 この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年１２月１３日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年２月１日から施行する。 

 

 



 

- 4 - 

 

様式第１号 (第５条関係 )                   (№61)  

年   月   日  

（宛先）山口市上下水道事業管理者   

 

     （受注者）所  在  地    

           商号又は名称     

           代表者職氏名            

 

現場代理人及び主任技術者の工事の兼務について（申請）  

 

現場代理人及び主任技術者の工事の兼務について、下記のとおり申請い

たします。  

記  
 
１ 新たに兼務して配置しようとする工事（工事１）  

業 種  

発注者・担当部署  

工 事 名  

契 約 金 額  

工 事 場 所  

施 工 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

現場代理人氏名  

主任技術者氏名  

※1位置関係（距離） 工事 1 と工事 2 km 工事 1 と工事 3 km 

 
２ 既に配置している工事（工事２）  

業 種  

発注者・担当部署  

工 事 名  

契 約 金 額  

工 事 場 所  

施 工 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

現場代理人氏名  

主任技術者氏名  

※1位置関係（距離） 工事 2 と工事 3 km  
 
３ 既に配置している工事（工事３）  

業 種  

発注者・担当部署  

工 事 名  

契 約 金 額  

工 事 場 所  

施 工 期 間 年  月  日から    年  月  日まで 

現場代理人氏名  

主任技術者氏名  

  ※1 建設業法施行令第２７条第２項で主任技術者の兼務が認められる工事契約である場合は、 

「位置関係（距離）」欄に距離を記載し、工事間の位置関係（距離）がわかる位置図を添付す

ること。
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様式第２号（第６条関係）                        (№61) 
年   月   日  

（受注者）商号又は名称  
     代表者職氏名           様  
 
                山口市上下水道事業管理者  

 

現場代理人及び主任技術者の工事の兼務について  

 

  年   月   日付けで申請のあった現場代理人及び主任技術

者の工事の兼務については、下記のとおり適否を通知します。  

記  

 

１ 兼務申請のあった現場代理人の氏名 

氏      名  

 

 

２ 兼務に係る工事 

 工 事 名 

新たに兼務して配置しようとす

る工事（工事１）  
 

既に配置している工事（工事２）  

既に配置している工事（工事３）  

 

３ 兼務の適否 

適否 
・兼務を承認する。 

・兼務を承認しない。 

  ※いずれかを〇で囲むか、削除すること。 

 

４ 上記３において兼務を承認しないとした場合の理由 

理由 
 
 
 

 

 

 



 

- 6 - 

 

(№61) 

様式第３号（第７条関係） 

年   月   日  

 

（宛先）山口市上下水道事業管理者   

 

     （受注者）所  在  地    

           商号又は名称     

           代表者職氏名            

 

 

現場代理人及び主任技術者の工事の兼務の解除について  

 

  年   月   日付けで承認を受けた現場代理人又は主任技術

者の工事の兼務について、兼務の必要がなくなったので、下記のとおり届

出ます。  

 

記  

 

１ 兼務承認を受けていた現場代理人の氏名 

氏      名  

 

２ 兼務をしていた工事 

工 事 名  

発注者・担当部署  

施 工 期 間  

  

工 事 名  

発注者・担当部署  

施 工 期 間  

 

工 事 名  

発注者・担当部署  

施 工 期 間  

 

３ 上記２のうち配置を解いた工事 

工 事 名  

 

 ※ 兼務申請をした担当所属に提出すること。 

 


